
教 育 委 員 会 会 議 

日時 令和２年２月２７日（木）

午後２時００分

場所  教育委員会室 

＜ 次  第 ＞ 

１ 開  会 

２ 議  事 

３ 閉   会 

議案第４号 さいたま市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

議案第５号 さいたま市立高等学校通則の一部を改正する規則の制定について 

議案第６号 令和元年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）について[非公開

案件]

議案第７号 令和２年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）について[非公開

案件]



議案第４号 

さいたま市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について

 さいたま市学校運営協議会規則の一部を改正する規則を、別紙のとおり制定する。

  令和２年２月２７日提出

                              さいたま市教育委員会

                               教育長 細田 眞由美



別紙 

さいたま市学校運営協議会規則の一部を改正する規則

さいたま市学校運営協議会規則（平成３１年さいたま市教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （趣旨）  （趣旨）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営 第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営

 に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下  に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下

 「法」という。）第４７条の５に規定する学校運  「法」という。）第４７条の６に規定する学校運

 営協議会（以下「協議会」という。）について、  営協議会（以下「協議会」という。）について、

 必要な事項を定めるものとする。  必要な事項を定めるものとする。

 （設置）  （設置）

第４条 委員会は、さいたま市立の学校ごとに協議 第４条 委員会は、さいたま市立の学校ごとに協議

 会を置くものとする。ただし、法第４７条の５第  会を置くものとする。ただし、法第４７条の６第

 １項ただし書の文部科学省令で定める場合には、  １項ただし書の文部科学省令で定める場合には、

 ２以上の学校について一の協議会を置くことがで  ２以上の学校について一の協議会を置くことがで

 きる。  きる。

２～３ ［略］ ２～３ ［略］

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。



   さいたま市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について 

１ 提案理由 

・ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の一

部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

２ 改正の概要 

・ 規定の整備（第１条、第４条） 

・ 条例で引用している地方教育行政の組織及び運営に関する法律の条項を整備

するもの。 

（施行期日） 令和２年４月１日 

３ 根拠となる法令 

・ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）

（施行期日） 令和２年４月１日 

   （同法第１０条において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正している。） 



議案第５号 

さいたま市立高等学校通則の一部を改正する規則の制定について

 さいたま市立高等学校通則の一部を改正する規則を、別紙のとおり制定する。

  令和２年２月２７日提出

                              さいたま市教育委員会

                               教育長 細田 眞由美



別紙 

さいたま市立高等学校通則の一部を改正する規則

さいたま市立高等学校通則（平成１３年さいたま市教育委員会規則第１９号）の一

部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 
別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

   学科

 男・女・共学

  生徒定員

名称

全日制の課程

学科 男・女

共学の

別

生徒定

員

［略］

さいたま市立大

宮北高等学校

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

   学科

 男・女・共学

  生徒定員

名称

全日制の課程

学科 男・女

共学の

別

生徒定

員

［略］

さいたま市立大

宮北高等学校

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

さいたま市立大

宮西高等学校
普通科 共学

４８０

人

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。



提案理由

 さいたま市立学校設置条例の一部を改正する条例が公布され、令和２年４月

１日から施行されることにより、さいたま市立大宮西高等学校が閉校になるた

め、さいたま市立高等学校通則上の文言の整備を図るものです。

 施行期日は、令和２年４月１日です。


